
【県の取組状況】⇒発達障害者地域支援マネジャー配置事業（R1～）
各障害保健福祉圏域に心理職又はリハ職を「発達障害者地域支援マネジャー」として配置

・圏域の中核的な支援機能として、市町村等の一次支援機関への支援を実施
・圏域の状況に応じた支援体制づくり、個別ケース支援や地域の状況に応じた研修機会の提供のほか、

家族支援等を実施

発達障害者地域支援マネジャー

【県の取組状況】
⇒発達障害者支援センター「えくぼ」（H18～）【主に大人を対象】
総合相談窓口のほか、専門相談員による支援者支援、各種研修や普及啓発セミナー等を実施

⇒発達障害者支援センター「県直営センター」【主に子どもを対象】（R1.7～県子ども総合センター内）
支援者支援の拠点機能として、困難ケースへの技術支援による地域支援機能の強化のほか、支援力向上に
資する研修の企画・実施、家族支援等を実施

発達障害者支援センター

＊一次支援機関には、上記の他に、保育所・幼稚園や学校、障害福祉サービス事業所等が含まれます。

発達障害専門医療機関ネットワーク
構築事業（県委託）
・ 発達障害診療医養成を支援
・ 医療機関ネットワーク形成
・ 地域の医療機関との症例検討会
・ かかりつけ医研修開催

拠点医療機関
（東北大学病院小児科）

小児科・精神科等の
かかりつけ医

医療機関（地域）

・全県的な支援体制整備
～仙台市とも連携

・ 発達障害者支援センター運営
・ 保健・福祉・教育・就労等，
他領域の支援機関との連携推進
（発達障害者支援推進会議）

・ 医療提供体制の整備

本庁・精神保健推進室
（発達障害・療育支援班）

現在の宮城県の発達障害児者支援体制

二次支援機関

三次支援機関

発達障害のある方と家族が
安心して生活できる
地域づくりの推進

【求められる役割】
（法5・6条、障害福祉計画等）

・住民にわかりやすい窓口の設置・周知（国通知）

・母子保健、障害児支援の強化
健診での早期発見、早期支援の推進

・家族支援
・保健、福祉、教育等関係部門との連携体制構築

市町村
一次支援機関

【県の取組状況】
身近な地域で療育支援が受けられる体制を整備

 するため各障害保健福祉圏域で事業を実施

・訪問や来所による療育相談
・保育所や放課後児童クラブ等の支援者からの
療育相談に対応

・家族支援

障害児等療育支援事業
一次支援機関

保護者・ご本人等からの相談

県

県

県

障害福祉サービス事業者等集団指導
令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ５ 日
精 神 保 健 推 進 室
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宮城県発達障害者支援センターの統合について

現体制（～R7） 統合後の支援体制（R8～）

三次支援機関

えくぼ 県直営センター

二次支援機関

発達障害者地域支援マネジャー

一次支援機関

市町村 療育支援事業所

三次支援機関

県直営センター

二次支援機関

発達障害者地域支援マネジャー

一次支援機関

市町村 療育支援事業所

成人期の
困難事例

児童期の
困難事例

困難事例（全年齢）

困難事例（全年齢）困難事例（全年齢）



宮城県保健福祉部精神保健推進室 発達障害・療育支援班 ０２２－２１１－２５４３

発達障害者支援センター「えくぼ」と県直営センターで 年齢によって役割分担し

ていた支援業務を統合し、切れ目のない支援の充実を目指します。

＊「えくぼ」は３月末で閉所します。

令和８年４月～

４月からの宮城県発達障害者支援センターの業務（予定）

一次支援機関（市町村、幼稚園・学校、障害福祉サービス事業所等）からの

ご相談は、引き続き、宮城県発達障害者地域支援マネジャーがお受けします。

相談支援窓口

ご本人・ご家族が地域の支援機関につながれる
ように情報提供を行います。

支援者支援

支援体制整備の推進

支援者が支援に困る場合には、発達障害者地域
支援マネジャーにご相談ください。必要に応じ
てセンターも一緒に支援を検討します。

福祉、教育、労働などの関係機関と連携し、
地域のネットワーク構築を推進します。

地域の支援体制づくりに関する相談に、発達障
害者地域支援マネジャーと連携して対応します。

研修・普及啓発

家族支援事業

発達障害の支援に関する各種研修を行います。
一般の方向けに理解促進を図る取組も行います。

ペアレント・プログラム、ペアレント・トレー
ニングの普及を促進します。

ペアレント・メンターの派遣、ピアサポート活
動の推進も行います。

宮城県発達障害者支援センター

名取市美田園２－１－４まなウェルみやぎ 宮城県子ども総合センター内

０２２－７４８－５６６０

発達障害者支援センターの統合に関するお問合せ

＊「えくぼ」の電話番号は閉所後、使用できなくなりますのでご注意ください。
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